
公益法人の区
分

国所管、都道府
県所管の区分

応札・応募者数

司法解剖検査委託及び感染症等危
険防止消耗品経費

支出負担行為担当官
静岡県警察会計担当官　津田　隆好
静岡県警察本部
静岡県静岡市葵区追手町９番６号

令和6年4月1日
国立大学法人浜松医科大学
静岡県浜松市東区半田山1丁
目20番1号

6080405003188

会計法第29条の３第４
項　供給者によっての
み供給されることが可
能であり、他に合理的
な代替サービスがない
ため

－
執行予定額
12,818,609

－ 単価契約

司法解剖検査委託及び感染症等危
険防止消耗品経費

支出負担行為担当官
静岡県警察会計担当官　津田　隆好
静岡県警察本部
静岡県静岡市葵区追手町９番６号

令和6年4月1日
東海大学医学部附属病院
神奈川県伊勢原市下糟屋143
番地

1011005000371

会計法第29条の３第４
項　供給者によっての
み供給されることが可
能であり、他に合理的
な代替サービスがない
ため

－
執行予定額
5,235,900

－ 単価契約

警察緊急自動車運転技能者課程（四
輪車）研修委託

支出負担行為担当官
静岡県警察会計担当官　津田　隆好
静岡県警察本部
静岡県静岡市葵区追手町９番６号

令和6年5月27日

自動車安全運転ｾﾝﾀｰ
安全運転中央研修所
茨城県ひたちなか市新光町
605番地16

3010005006658
会計法第29条の３第４
項　実施できる機関が
他にないため

－ 2,522,400 －

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

備考

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開

物品役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにその所
属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日 予定価格 契約金額 落札率
再就職の役員

の数

随意契約によることと
した会計法令の根拠
条文及び理由

（企画競争又は公募）

公益法人の場合
契約の相手方の商号又は名

称及び住所
法人番号

様式２－４


